
№ 項目分類 地域の皆様からの意見等（※趣旨のみ抜粋） 個別意見等に対する市の認識・見解

1 最適化方針

なぜ、雲雀丘ＳＳと売布神社駅前ＳＳが検討対象となったのか？ 利用総件数や利用件数の減少率の状況だけみると、西谷ＳＣと
中山台ＳＳが最も減少傾向が高くなっており、雲雀丘ＳＳや売布
神社駅前ＳＳはこれらに次ぐ状況となっています。一方で、中山
台地域は小学校・幼稚園の廃止が本決定されており、ＳＳまで検
討対象として重ねることに対し考慮したものです。また、西谷Ｓ
Ｃは北部地域の行政窓口拠点として残存が必要と判断したもの
です。雲雀丘ＳＳや売布神社駅前ＳＳは南部市街地の阪急沿線
上にあり、他のＳＣ・ＳＳや、証明書発行のキオスク端末があるコ
ンビニ店舗へのアクセスが比較的容易であるという事情も考慮
し、検討対象の決定に至ったものです。

2 最適化方針

市として、行政手続の地域窓口拠点であるＳＣ・ＳＳをどのよう
に位置付け、考えているのか？

ＳＣ・ＳＳは地域の皆様に身近な行政窓口拠点として重要な施設
であると認識しています。
一方で、日本社会全体で少子高齢化・人口減少が進むなか、市
役所のみならず、官民問わずあらゆる主体で従来どおりのサー
ビスを維持するためのヒト・モノ・カネの経営資源の確保が難し
くなっている状況が生じており、拠点の統廃合や手続きのデジ
タル化の検討（オンライン手続の拡充・リモート窓口・移動窓口）
を交え、サービス提供のあり方そのものの見直しは避けられな
いものと考えています。

3 最適化方針

パブコメなどで広く意見募集を実施していない理由は？ 令和元年度に策定した最適化方針は、市全体の経営判断として
決定したものです。この方針の中で、雲雀丘と売布神社駅前の
両ＳＳのあり方の検討を行うことが盛り込まれたほか、地域住
民の皆様の意見等を踏まえての検討実施が示されていますの
で、影響を最も受ける周辺地域のまちづくり協議会様中心に協
議させていただいているところです。

4 最適化方針

売布神社駅前SSの進捗状況は？（廃止が撤回されたのか？）
検討対象以外のＳＣ・ＳＳのあり方はどうなるのか？

売布ＳＳの廃止が撤回されたという事実はなく、雲雀丘ＳＳと同
様、最適化方針に基づき、あり方の検討対象となっています。こ
れまでは、方針を策定した令和元年度を除き、長尾台小学校区
まちづくり協議会様との関係性が先行してきた経緯がありま
す。
今後、売布小学校区まちづくり協議会様との協議再開に向けて
取り組んでいきます。
そのほかのＳＣ・ＳＳについては、現状、宝塚市の経営方針の中
であり方検討の対象となっているわけではありませんが、窓口
サービスのデジタル化の取組については、雲雀丘ＳＳだけでな
く、全ＳＣ・ＳＳのサービス提供のあり方に関わってくるものと考
えています。

5 最適化方針

雲雀丘ＳＳの廃止は確定しているのか？確定ではないなら、施
設の利活用提案は、あり方の決定がされた後に練ってもよいの
ではないか？

本年４月に実施した地域説明会等でもお示しさせていただいた
とおり、現状では、施設の利活用検討と、窓口サービスのデジタ
ル化の検討の進捗度合を考慮しながら、ＳＳの廃止も含めたあ
り方を決定していく方針としています。現時点で、ＳＳの廃止が
確定しているわけではありません。
今回のアンケート結果の内容も踏まえ、また、売布小学校区ま
ちづくり協議会様との協議も進めながら、最適化方針の前期取
組期間（令和９年度末まで）において、庁内調整の上、あり方を
決定していく想定です。

6 最適化方針
他のＳＣ・ＳＳと比較した利用状況はどうなっているのか？ 「別添資料①」参照のこと。

7 床の利活用検討

「床」という表現の説明を 現状、雲雀丘ＳＳとして利用している部分（施設１階の一部）を指
すものとして、「床」という表現を使用しています。

8 床の利活用検討

「民間事業者の参入」の見込みはあるか？ 今回のアンケート結果の内容も踏まえ、民間事業者等に対して
サウンディング調査（民間事業者等から広くご提案をいただく
こと。）を実施する方向で現在検討しているところです。

「雲雀丘ＳＳのあり方検討についてアンケート」でいただいた個別意見等一覧
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9 床の利活用検討

運営主体についての現在の形態は？また、どんな問題を抱えて
いるか？

現状では、雲雀丘ＳＳとして利用している１階の一部を市が直営
しており、１階の残り部分のふれあいテラスとして利用している
ところは、市の普通財産としてまちづくり協議会様に貸付し、運
営されています。また、３階と２階部分は、市の公の施設「地域
利用施設　雲雀丘倶楽部」として利用しており、運営は指定管理
者を指定して委ねています。
このように同じ建物内に異なる運営主体が混在していること
を、利活用検討に際しての課題として捉えていますので、今回
のアンケート結果の内容も踏まえ、一体的な利活用検討も含め
庁内調整を図っていく予定です。

10
窓口サービス
のデジタル化

コンビニでの証明書発行など行政手続きのデジタル化が進め
られているが、セキュリティ対策はどうなっているのか？

デジタル化により利便性が向上する反面、個人情報の漏えい等
が発生するリスクを懸念されるのも、ごもっともかと思われま
す。
デジタル化の検討に際しては、セキュリティ対策に万全を期す
るよう取り組みます。

11
窓口サービス
のデジタル化

移動窓口は休日でも利用できるか？ 移動窓口については選択肢の一つとしてご紹介させていただ
いていますが、詳細の検討には至っていないため、実施日など
も未定です。
仮に移動窓口を実装するとなれば、地域のニーズもお聴きしな
がら実施日等の検討を行うこととなると想定しています。

12
窓口サービス
のデジタル化

リモート窓口の機器を設置した場合、長く待たされる可能性は
あるのか？

導入する機器等の仕様や回線の状況により、接続時間は左右さ
れると思いますので、現状では確答いたしかねます。
なお、一部事業者にヒアリングし、デモ機によるテストを見てい
る中では、ご懸念のような状況は確認していません。

13
窓口サービス
のデジタル化

住民票などの簡単な手続きはオンラインで大丈夫ですか？ マイナンバーカード等をお持ちの方であれば、住民票の写しな
どの証明書のオンライン請求（スマート申請）をご用意している
ほか、コンビニ店舗でのキオスク端末で証明書発行が可能で
す。また、マイナンバーカードを使ってマイナポータルという専
用サイトにアクセスしていただけますと、本市から他自治体への
転出届はオンラインで手続可能となっています。
それ以外の手続きの中には、法的規制により対面での本人確認
等が必要となっているものもあり、法的規制の緩和も併せて、
国の方でも検証段階に入っているところですので、その動向も
注視して実現可能なものからご案内できるようにしたいと考え
ています。

14
窓口サービス
のデジタル化

デジタル化で代行できる業務は決まっているのか №13でお示ししている手続き含め、現状雲雀丘ＳＳで取り扱っ
ている業務のうち、来庁しなくてもよいものは、「別添資料②」
のとおりです。
（※資料中の表左欄に記載の業務に応じ、右欄に記載のあるも
のが来庁しなくてよい手続きになります。右欄に記載のない業
務は、来庁して対面窓口で手続きする必要があるものです。）
今後については、デジタル化の検討の端緒についたところです
ので、どんな業務を取り扱っていくかは現段階では未定です。

15
窓口サービス
のデジタル化

デジタル化は理解できるが、不慣れな高齢者等への対応をどう
するのか？

デジタル化の検討に際しては、高齢者などデジタル機器等の取
扱いが難しい方への配慮は重要な要素と認識しています。現時
点ではそのような方にも比較的利用しやすい手法として、リ
モート窓口や移動窓口をご紹介させていただき、選択肢の一つ
として検討しようとしています。
また、まちづくり協議会様からも、デジタル化以外の手法での
提案もいただいていますので、幅広く検討を行い、ご不安の解
消に努めていきます。

16 その他
長尾台小学校区地域の年齢層の割合を教えてほしい。 「別添資料③」参照のこと。

17 その他

選挙の投票場所は維持できるのか？ 投票所は、地域利用施設「雲雀丘倶楽部」の1室を利用していま
すので、雲雀丘ＳＳのあり方検討とは関わりはありません。

18 その他

隣にあった交番がなくなった後の結果分析を お答えできる立場にないため、ご理解の程お願いいたします。
（※ご意見があったことは、宝塚警察署に共有済みです。）


